
２ 愛知県立新城東高等学校作手校舎の募集停止基準について 

  地域内のニーズの変化にあわせ 

現行の募集停止基準を見直します。 

  

〈見直しの概要〉 

 

 現行の募集停止基準における募集停止要件である 

①  第１学年における入学者が２０人未満となった場合 
②  作手中学校からの第１学年における入学者が１０人未満となった場合 
を              

第１学年における新城市内の中学校からの入学者が２０人未満となった場合 

に改める。 

  

※  平成２６年度以降の生徒募集にあたっては、見直し後の基準を適用します。 

  

〈募集停止基準見直しの背景〉 

 

○ 愛知県立新城東高等学校作手校舎（以下作手校舎という）の募集停止基準は、平

成１９年１１月策定の再編整備実施計画（第２期２次分）において校舎化を決定し

た際に設定された。 

 

○ その後、新城市が行った民営豊鉄バス作手線の市バス化（平成２２年１０月）に

伴い利便性が向上し、作手校舎では、作手中学校以外の新城市内５中学校からの入

学者の割合が増加した。 

【入学者の割合（作手中学校：市内５中学校）○22 59.4 対 40.6 → ○25 27.6 対 72.4 】 

 

 ○ 今春（平成２５年度）の生徒募集においても募集定員４０人を満たし、入学者

の７割以上となる２９人が新城市内の中学校出身者であった。 

しかし、作手中学校からの入学者が昨年に引き続き１０人未満であったため、募

集停止基準に抵触した。 

【入学者のうち、作手中学校出身者の人数 ○24９人、○25８人】 

 

○ 近年、作手校舎の位置づけは、募集停止基準を設定した当時の作手地区の進学

先ではなく、新城市全域からの進学先に変化しており、現行の募集停止基準が地

域内の生徒のニーズの変化を反映できなくなった。 

 

〈参考〉愛知県立新城東高等学校作手校舎の募集停止基準新旧対照表 

新 旧 

第１学年における新城市内の中学校からの入

学者が平成２６年度以降２年連続して２０人

未満となった場合には、翌年度募集停止する

こととします。 

 

 

第１学年における入学者が平成２１年度以降

２年連続して２０人未満となった場合、また

は、作手中学校からの第１学年における入学

者が平成２１年度以降２年連続して１０人未

満となった場合には、翌年度募集停止するこ

ととします。 
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